
令和４年  月  日 

 青森市長 小野寺 晃彦  様 

 

青森市廃棄物減量等推進審議会  

会長 佐々木 重光 

 

し尿収集運搬料金基準額の改定について（答申） 

 

 令和４年７月２７日付け青市清管第７４号にて諮問のありました標記事項について、

下記のとおり答申します。 

記 

 

１ 本市のし尿収集運搬料金基準額は、消費税率の引上げに伴うもの以外は、青森地区で

は平成１０年から、浪岡地区では平成１５年から料金の見直しを行っておらず、本市の

し尿の処理量は減少傾向にあり、また、原油等の価格が高い水準で推移していることか

ら、現在のし尿収集運搬料金では、許可業者の業務運営が不安定となり、市民サービス

の低下につながることが懸念されます。 

  このことから、し尿収集運搬料金基準額を改定する必要があると考えられ、また、そ

の検討に当たって、 

 （１）原価計算について、し尿収集運搬業務の直接的な活動により発生する車両費

等の直接費と当該業務の維持管理で発生する事務費等の間接費の合計に、事業

収益を加えたし尿収集運搬車両１台１か月当たりの総合計から、１か月当たり

のし尿収集量を割ることにより、し尿収集運搬料金基準額を算出すること。 

（２）下水道使用料との比較について、公共下水道等を利用する世帯とくみ取り世

帯との負担に著しい差が出ないようにすること。 

（３）他自治体との比較について、平成２０年度以降に料金を改定している八戸市

及び弘前市と比較し、し尿収集運搬料金基準額及びその見直しによる増減率に

著しい差が出ないようにすること。 

（４）浪岡地区について、青森地区と同額にすると高い増加率となるため、利用者

が許容できる、青森地区と同じ増加率とした基準額とすること。 

の４点に留意し、審議を行ったものであります。 

○案  
資料１ 



審議の結果、し尿収集運搬料金基準額について、青森地区は、１８０リットル当たり

１，６９２円（税抜き）を基本料金とし、１８０リットルを超える場合の超過料金を１

リットル当たり９．４０円（税抜き）とすることが適当と考えます。浪岡地区は、 

１８０リットル当たり１，５２６円（税抜き）を基本料金とし、１８０リットルを超え

る場合の超過料金を１リットル当たり８．４８円（税抜き）とすることが適当と考えま

す。 

 

 ２ し尿収集運搬料金の変更に当たっては、利用者への周知期間を十分に設ける必要が

あるため、料金の変更を実施する場合は、令和５年４月１日とすることが適当と考えま

す。また、し尿収集運搬許可業者は、市と連携して利用者へのきめ細やかな周知活動を

行う必要があると考えます。 


